
公共事業前の埋蔵文化財の諸手続き ガイド 

 

 包蔵地「内」 ＝「周知の埋蔵文化財包蔵地」

 「隣接地」＝ 包蔵地の隣接幅50m以内 ）

 の内側 ＝ 包蔵地内 

    の内側 ＝ 隣接地内 

審査対象 

文化財保護法第94条 
国の機関・地方公共団体又は地方公共団体の設立に係る法人で

政令に定めるもの（以下「国の機関等」）（中略）は、

当該発掘（注：発掘＝工事）に係る事業計画の策定に当たって、

あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

事業計画策定時に 
当課に通知が必要 

事業予定地が、包蔵地「内」「隣接地」の場合です

道路事業（拡幅を含む）・治水事業・埋め立て造成 は、

当課と協議が必要な場合があります

埋蔵文化財を不時発見した場合、事業の遅延につながるため… 

恒久的工作物 や 大規模事業 など 

事業予定地が、包蔵地の「外」の場合でも、

ただし… 

 

 

出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したとき

その旨を文化庁長官に通知しなければならない。

第99条第１項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、 
国の機関等が前条第１項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第92条第１項又は 

■ 平成9年 庁保記第183号 文化庁次長通知  公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について 

■ 平成10年 庁保記第75号 文化庁次長通知 埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について

■ 文化財保護法第97条



 （１）事業照会

 ［ ① 埋文課 ］ 毎年度７月に、各事業課を対象として、

次年度に計画されている公共事業について

照会を行います

 ［ ② 事業課 ］ 照会文書が届いたら、 

事業計画表 に必要事項を記入のうえ、

当課までご返送ください

※ 事業照会時以外でも随時照会を受け付けておりますので、事業が決まり次第ご連絡ください

 （２）埋蔵文化財の手続き － 事前審査依頼の提出

 ［ ③ 埋文課 ］ 事業計画表に基づいて次年度事業が、埋蔵文化財の審査の対象かどうかを確認し、

事前審査および94条通知の要・不要について 回答します

 ［ ④ 事業課 ］ 回答書の指示にしたがって、

下記に示す 事前審査依頼（Ａ）と94条通知（Ｂ）および 必要図面 をご提出ください

提出すべき通知書類 

位置図・現況図・工事概要図
Ａ 事前審査依頼（埋蔵文化財の事前審査について（依頼））

Ｂ 94 条通知（埋蔵文化財発掘の通知について）

※ Ｂの書類は、事業予定地が「隣接地」「包蔵地外」の場合は提出の必要はありません。 

事前審査の要・不要を回答する際（③）に、

※ これらの書類は、

当課から事業課へ送付いたします

※ 公有財産の売却の際に、文化財の有無について文書が必要な場合も、書類を提出してください



■ 恒久的工作物かどうか 

■ 土木工事の根切りの深さ

■ 文化財の埋蔵されている深さ

 【 審査のポイント 】 

 （３）埋蔵文化財の手続き － 書類審査

 ［ ⑤ 埋文課 ］ 公共事業が埋蔵文化財に与える影響を、Ａ・Ｂ・必要図面 に基づいて審査し、

指導内容を回答します

工事が文化財を破壊する可能性が否定できない場合 

工事着手１週間前までに、施工日時について 

当課係員と協議してください 

工事による埋蔵文化財への影響がないかどうか確認するために、

工事の際に
．．．．．

 職員が立ち会います 

試掘日時について、当課係員と協議してください 

「ｂ．工事立ち会い」と回答します 

「ｃ．要試掘」と回答します 

慎重に工事を実施してください 

「慎重工事」と回答します 

工事が文化財に影響をおよぼさないと判断できる場合
●●公民館

基 礎

文化財 

文化財 

破壊？
下水道管

重機で地面を掘削し、 

文化財の有無を直接確認する「試掘調査」が必要です 

審査を経なければ、工事には着工することができませんのでご注意ください

文化財 破壊

道 路 

工事が文化財を破壊する可能性がある場合 または 工事が「恒久的工作物」である場合 

！注意！ 

工事着工可能です 

● 試掘調査を実施するのは、用地買収および福岡市への土地の引き渡しが終了した土地に限ります 

● 周辺住民への挨拶まわりと、試掘への事業課職員の立ち会いをお願いします 

（ ※ 当課では、舗装等の現状復旧等もできません） 

● 舗装している場合は、事業課の負担で試掘箇所にカッターを入れる必要があります 

● 原則として更地の状態で行いますので、樹木・埋設物等の障害物がある場合は試掘調査できません 

【 試掘には以下の条件が必要です 】 



■ 発掘調査経費は、原則的に事業者負担

■ 埋蔵文化財関連事業に関連する支出は、基本的に２ヶ年におよびます
（ 調査の翌年度に報告書作成業務が行われるため ）

報告書作成費等である。

(機械器具の借損料、立入補償費等を含む。)、出土文化財の整理等に要する経費(応急的な保存処理のための費用を含む。)、 
開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査に関して開発事業等の事業者に経費の負担を求めるのは、発掘調査作業に要する経費

(二) 事業者に負担を求める発掘調査経費の範囲等

対しその経費負担による記録保存のための調査の実施を求めることとしている。

記録を保存することとし、この場合、当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となった開発事業等の事業者に

されたことによりこれを現状のまま保存することができなくなった場合、少なくとも、発掘調査によって当該埋蔵文化財の

埋蔵文化財は、我が国の歴史を解明する上で重要な価値を有する貴重な国民共有の財産であり、（中略）開発事業等が計画

（一) 発掘調査経費負担に関する理念・根拠

［ 平成10年 庁保記第75号 文化庁次長通知 ］

次年度に計画している事業の予算要求時に、発掘調査経費も計上することが必要

予算措置がない場合、発掘調査が実施できず、事業が遅れる可能性があります！

［   埋蔵文化財課では…   ］ 

予算要求前に事業照会を行うことによって、発掘調査の必要性がある公共事業を把握し、

必要に応じて、事業課に対して 発掘調査費用の概算書を提示 しています 

公共事業の円滑な遂行と埋蔵文化財の保護にご協力ください！！

ＦＡＸ： ０９２－７３３－５５３７ 

ＭＡＩＬ： maibunnsyoukai@city.fukuoka.lg.jp 

ＴＥＬ： ０９２－７１１－４６６７（内線３８２１）

福岡市役所１４階 

〒810-8620 福岡市中央区天神1 丁目8 番1 号

福岡市経済観光文化局 埋蔵文化財課 


